
 

 

 

 

 
 

 警察署の方や交通指導員の方、そして本校の PTA 校外指導部さん、
通学区世話人さんたちをお招きして、６年生が「交通安全リーダーと
交通安全について語る会」を開きました。 

各地区の代表者が写真付きで危険個所を説明します。車や自転車が来
るのが全く分からないところ、歩道がなくグリーンベルトの設置が望
まれるところ、歩行者がいると車は通れそうもない細い道など、たく
さんの場所が出され、それを確認する６年生の表情が真剣でした。 
また、６年生の意見には、見えにくい交差点のミラー(高さの問題)

など低学年の視点から発表していた

ものが多いのに感心しました。 
地区ごとの話合いでは、世話人さんが、６年生にリーダーの困り感

を尋ねたり、リーダーへの要望を伝えたりして下さりました。また、
低学年の歩き方をどのように指導できるかなどを話している班もあ
りました。 
６年生、ありがとう！これからも南小の中心となって安全な学校を作

っていきましょう。感謝の気持ちを込めた 6年生の合唱も素敵でしたよ。
参加して下さった方々、暑い体育館の中でしたが、本当にありがとうございました。 

 今年度 2 回目の授業参観、そして学級懇談会へのご参
加、ありがとうございました。運動会を終え早や１か月、
仲間と伝え合ったり、教え合ったりしながら、日々前進
している姿を見ていただけたと思います。 
 さて、今年度も懇談会裏の時間では、第１・２理科室

と第１・２図書室で懇談会へ参加している方のお子様(希
望された方)をおあずかりました。  
子どもたちを見守っていただくのは、長泉町地域学校

協働本部にボランティアとして登録しておられる方々です。もう何度も南小に足を運んでくださる方ばか
りです。宿題を終えた子と折り紙を折ったり、読書に没頭する子ど
もの傍らで他の子の本探しを手伝ったりと児童に対する接し方がと

っても温かいのです。これからも、学校生活のあちらこちらでボラン
ティアさんたちの力をお借りします。お母様方の、お子様を引き取
る時の「ありがとうございました」の声が廊下に響いていたのが嬉
しかったです。 

 台風が近づいています。警報発令時には、基本的に裏面の 「2019 年度版 自然災害等における警報発

令時の対応について」に沿ってお知らせしていきます。ただ、5月 21日(火)の朝のように、7:01に警報が

出て、登校させるべきか待機するべきか迷う場合もあります(学校からのメールが届く前に子どもたちが集合場所に集ま

っていた班も多かったようです) 。本校では、通学区世話人様に、その時の状況や天候を見て、その時々での判断

をお願いしております。5 月 21 日は、空模様で大丈夫だと判断し、集合場所にすでに集まった子どもたち

を登校させた班(この時の雨は小降りでした)がありました。また、警報やその後のメールに気づき、登校を

見合わせて学校からの「登校を促す」メールを待ち、④校時からの授業開始に間に合うように子どもたちを

登校させた班もありました(もちろん遅刻にはなりません)。両方とも、その時の状況や情報から考え、判断して下

さったことに感謝しております。6 月から、町内小中学校は、朝 7:30 まで留守番電話対応となっておりま

す。世話人様や保護者様の御協力をお願いします。 

学校ホームページ http://minamisyo.nagaizumi.ed.jp/  
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自然災害等における警報発令時の対応について（基準） 
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警報の有無（長泉町） 対 応 の 基 準 

■ 午前６時１５分の時点において、「暴風

警報」「大雨警報」のいずれかの警報が一

つでも発令されている場合 

■「自宅待機」のメールを送信します。                     

未開封には電話連絡をしません。 

（登録されていない場合は電話連絡をします。） 

■ 各学校のホームページでもメールと同じ内容

を確認できます。 

 

■ 自宅待機中に、警報が解除された場合、

または警報が解除されていなくても天候の

回復が見込まれる場合 

 

■「登校を促す」メールを送信します。                     

未開封には電話連絡をしません。 

（登録されていない場合は電話連絡をします。） 

(例) 

「○時に登校する」 

■ 各学校のホームページでもメールと同じ内容

を確認できます。 

 

■ 自宅待機中午前１０時までの間に、警報

が解除されず、今後の天候の回復が見込ま

れない場合 

■「休校を知らせる」メールを送信します。                     

未開封には電話連絡をしません。 

（登録されていない場合は電話連絡をします。） 

(例) 

「休校にする」 

■ 各学校のホームページでもメールと同じ内容

を確認できます。 

 

登校後に警報が発令された場合 

□ 緊急メールや電話で下校時刻を連絡します。 

□ 学校ホームページにもメールと同じ内容を確認できます。 

□ 学校に待機させ、保護者に迎えのお願いをします。 

□ 安全が確保される状況のときは、小学校は一斉または集団下校、中学校は学校の指導のもとに下校

します。 

◇ その他、児童生徒の安全な登下校の事案について、教育委員会と校長会が協議し、必要な措置をと

る場合があります。その場合には、メールを送信します。 

◇ その他、危険が想定される場合は、保護者の方の責任で判断してください。ただし、その場合は、

欠席や遅刻扱いにはいたしません。 

※ お互いに連絡を取り合い、協力して対応するようにお願いします。 

※「洪水警報」については、学校の状況で異なるため、学校毎に対応します。 

※ 全校共通の内容の場合は、兄弟がいても「1メールアドレス１メール」で送信します。 

 


